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資料 11 

医療法人エム・エム会における病院統合について 

 

 

 

 

 

 

（R4.6.16 令和４年度第１回病床部会資料） ※変更箇所は下線部分 

 

１．佐藤病院の病床整理 

 現在休床となっている佐藤病院の病床について、前回の呉地域医療構想調整会議にて報告したとおり、

当法人にて計画しているマッターホルンリハビリテーション病院の老朽化に伴う移転建設に合わせて統

合・整理を進め、令和６年４月より医療の提供を開始する予定。 

 具体的には以下の通りの構成として、10 床を削減した 126 床での運営を計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

２．今後の方針 

当法人内の各医療機関および介護事業所を統合することにより、呉市内に点在する機能を集約して患

者の利便性を高めるとともに、医療従事者を含めた医療資源を集中させることで効率化を図り、労働人口

減少の続く呉市内の医療の質低下を防ぐことを目的としている。 

前節で示したマッターホルンリハビリテーション病院と佐藤病院のほか、下記 3 事業所を同一建物内

に移転させ、総合的なサービスの提供と運営を行う。 

 

・クリニック広島健診 

・マッターホルン訪問看護ステーション 

 ・マッターホルン居宅介護支援事業所 

 

マッターホルンリハビリテーション病院 

回復期リハビリテーション病棟 37 床 

医療療養病棟 27 床 

小計 64 床 

介護医療院（併設） 30 床 

合計 94 床 

新病院 

回復期リハビリテーション病棟 42 床 

医療療養病棟 42 床 

小計 84 床 

介護医療院（併設） 42 床 

総合計 126 床 

佐藤病院 

医療療養病棟（休床中） 42 床 

合計 42 床 

総合計 136 床 

 このことについては、令和４年６月 16 日の「病床部会」及び同年６月 22 日の「地域医療

構想調整会議」において、以下の資料により説明したところであるが、その後、諸般の事情に

より統合スケジュール等に変更が生じているため、現在の状況を改めて報告する。 
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３．事業計画と今後のスケジュール 

建築にかかる事業費としては設計時当初に総工費 3,410,000 千円を計画していたが、その後、中国にお

ける新型コロナウイルス感染症の流行によるロックダウンを原因とした資材供給の遅れ、ロシアのウク

ライナ侵攻が継続していることによる資材価格の高騰が続き、昨年度３月入札においては、予定価格

3,500,00 千円を大きく上回ることとなり不調となった。 

 これを受けて、現在は、事業計画をそのままとして建物規模を縮小して予算内に収まるよう設計を見直

している状況である。 

 

(1)建築予定地 

 地番：広島県呉市中通１－２－２０、１－２－２２ 

 

(2)事業費について 

現状による事業費については、当初の予算通りとなるよう設計を進めているが、平面図の作成が進むに

したがって内訳に変更が生じる可能性が高い。 

 

（単位：円） 

費 目 金額 

建築等工事費 1,945,400,000 

付帯工事費 1,054,600,000 

設備費 200,000,000 

工事事務費 100,000,000 

解体工事費 110,000,000 

総合計 3,410,000,000 

 

(3)今後のスケジュールについて 

 現状、設計会社と以下のスケジュールで事業計画を進めているが、予算と合わせながら再設計していく

ため、場合によっては着工が１～３ヶ月遅れる可能性も示唆されている。ただし、工期は 18 ヶ月とのこ

とであるため、その場合であっても令和８年４月に医療提供を開始する予定には変更が無い見通しであ

る。 

 

令和４年 6 月 中旬 建築確認申請 

 7 月 下旬 建築確認 

 8 月 上旬 

中旬 

定款変更認可申請 

開設許可申請 

 9 月 上旬 入札公告（一般競争入札） 

 10 月 上旬 入札開始 

 11 月 上旬 入札契約、工事着工 

（変更前） 
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４．補助金について 

 前節で述べたとおり、今後の見通しが不透明になりつつあり、今後建築事業費が上昇する可能性もある

事から、補助金の活用を申請 している。一度承認いただいた計画が遅れており、大変申し訳ない限りで

はあるが、呉市の医療水準を持続的に維持していくためにも改めて承認いただきたい。 

 希望する補助金については、以下の通り。 

 

  ① 病床機能分化・連携促進基盤整備事業 

 

 

以上 

令和 5 年   ～工事～ 

令和 6 年 2 月 上旬 

中旬 

下旬 

定款変更認可申請、建築完了検査 

構造設備使用許可申請、エックス線装置設置届 

防火対象物使用開始届 

 3 月 上旬 

中旬 

 

下旬 

病院開設届・廃止届、診療所開設届・廃止届 

介護医療院変更許可申請、介護支援事業所変更許可申請 

訪問看護ステーション変更許可申請 

保健医療機関届・診療報酬・介護給付費届 

 4 月  診療・サービス開始 

令和 5 年 11 月 下旬 建築確認申請 

令和 6 年 2 月 中旬 建築確認、開設許可申請、入札公告（一般競争入札） 

 3 月 上旬 

下旬 

入札開始 

入札契約、工事着工 

令和 7 年   ～工事～ 

令和 8 年 1 月 上旬 

中旬 

下旬 

定款変更認可申請、建築完了検査 

構造設備使用許可申請、エックス線装置設置届 

防火対象物使用開始届 

 2 月 上旬 

中旬 

 

下旬 

病院開設届・廃止届、診療所開設届・廃止届 

介護医療院変更許可申請、介護支援事業所変更許可申請 

訪問看護ステーション変更許可申請 

保健医療機関届・診療報酬・介護給付費届 

 3 月  診療・サービス開始 

（変更後） 


